
目

次

規

則

○
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
環
境
保
全
課
）
…
一

告

示

○
青
森
空
港
駐
車
場
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
qqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

雑

報

○
令
和
四
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
二

規

則

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
六
月
青
森
県
規
則
第
百
六
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

出
力
が
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
風
力
発
電
所
の
設
置
の
工

事
の
事
業

出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
風
力

発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業

チ

出
力
が
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴
う

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事

業

出
力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
発
電

設
備
の
新
設
を
伴
う
風
力
発
電
所
の

変
更
の
工
事
の
事
業

別
表
第
二
中
二
十
三
の
項
を
二
十
四
の
項
と
し
、
十
五
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
五

別
表
第
一

の
五
の
項
の
ト

又
は
チ
に
該
当

す
る
対
象
事
業

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増

加
し
な
い
こ
と
。

対
象
事
業
実
施
区
域
の

位
置

修
正
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百

メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象

事
業
実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

別
表
第
三
中
二
十
四
の
項
を
二
十
五
の
項
と
し
、
十
五
の
項
か
ら
二
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
五

別
表
第
一

の
五
の
項
の
ト

又
は
チ
に
該
当

す
る
対
象
事
業

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増

加
し
な
い
こ
と
。

対
象
事
業
実
施
区
域
の

位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百

メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象

事
業
実
施
区
域
と
な
ら
な
い
こ
と
。

発
電
設
備
の
位
置

発
電
設
備
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し
な

い
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
七
号

令
和
四
年四

月
一
日

（
金
曜
日
）



２

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県

条
例
第
五
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第

二
種
事
業
と
な
る
事
業
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
第
二
章
か
ら
第
八

章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
。

以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
事
業

二

改
正
政
令
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
改
正
政

令
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
改
正
政
令
附
則

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
続
未
着
手
事
業

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
青
森
空
港
駐
車
場
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

住

所

株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
亀
ケ
岡
四
六
の
一

八

青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が

あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
市
大
字
三
内
字

丸
山
一
九
八
の
四

一
般
財
団
法
人
青
森

県
交
通
安
全
協
会

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

同
心
町
字
金
堀
五
九

の
二

令
和四･
三･二三

変
更
後

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

川
守
田
関
根
四
の
三

雑

報

令
和
４
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

調
理
師
法
（
昭
和
33年

法
律
第
147号

）
第
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
知
事
か
ら

委
任
さ
れ
た
調
理
師
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
４
年
４
月
１
日

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

理
事
長

宇
都
宮
久
俊

１
試
験
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時
令
和
４
年
10月
29日
（
土
曜
日
）
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
３
時
30分
ま
で

⑵
再
試
験
日
時

令
和
４
年
12月
10日
（
土
曜
日
）
午
後
１
時
30分
か
ら
午
後
３
時
30分
ま
で
（
災
害
等
に
よ

り
⑴
の
日
程
で
試
験
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
⑵
の
日
程
で
再
試
験
を
実
施
）

⑶
試
験
会
場

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
（
青
森
市
安
方
一
丁
目
１
番
40号
）

２
受
験
申
請
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

⑴
配
布
期
間
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令
和
４
年
５
月
９
日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
３
日
（
金
曜
日
）
ま
で

⑵
配
布
場
所

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
（
県
内
各
保
健
所
。
た
だ
し
、
青
森
市
保

健
所
及
び
八
戸
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

３
受
験
申
請
書
の
受
付
日
時
及
び
場
所

⑴
一
般
郵
送
受
付

令
和
４
年
５
月
９
日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
３
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
同
日
消
印
有
効
）

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
２
丁
目
８
番
５
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当
あ
て

⑵
団
体
窓
口
受
付
（
５
名
以
上
で
、
電
話
連
絡
が
必
要
）

令
和
４
年
５
月
９
日
（
月
曜
日
）
か
ら
６
月
３
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
平
日
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

⑶
受
験
申
請
用
書
類
の
郵
送
対
応
（
青
森
県
外
な
ど
の
遠
隔
地
に
お
住
ま
い
の
方
）

令
和
４
年
５
月
９
日
（
月
曜
日
）
か
ら
５
月
27日
（
金
曜
日
）
到
着
分
ま
で

請
求
先
は
一
般
郵
送
受
付
と
同
じ
住
所

４
受
験
資
格

⑴
学
歴

ア
学
校
教
育
法
（
昭
和
22年
法
律
第
26号
）
第
57条
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
の
入
学

資
格
を
有
す
る
者
（
中
学
校
卒
業
以
上
の
者
）

イ
旧
制
国
民
学
校
高
等
科
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
制
中
学
校
２
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又

は
厚
生
労
働
大
臣
が
同
等
と
認
め
る
者

⑵
職
歴
調
理
師
法
施
行
規
則
第
４
条
に
定
め
る
施
設
で
、
２
年
以
上
調
理
業
務
（
原
則
週
４
日
以
上

か
つ
１
日
６
時
間
以
上
）
に
従
事
し
た
者

５
受
験
手
数
料

6,100円
６
合
格
発
表
の
日
時
等

⑴
日
時
令
和
４
年
12月
16日
（
金
曜
日
）

⑵
掲
示
場
所

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
掲
示
板

青
森
県
庁
東
側
掲
示
板
及
び
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
掲
示
板
（
県

内
各
保
健
所
。
た
だ
し
、
青
森
市
保
健
所
及
び
八
戸
市
保
健
所
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

⑶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.chouri-ggc.or.jp/

７
問
い
合
わ
せ
先

⑴
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

電
話
03（
3667）

1815
⑵
青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

電
話
017（

734）
9213
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


